
境港市弾道ミサイル災害への初動対処マニュアル作成の概要  
背 景                                    
境港市において弾道ミサイルによる武力攻撃等から市民等の生命・身体及び財産

を保護し、市民生活・市民経済に及ぼす影響が最小となるよう、ミサイルによる災

害への対処措置、住民の避難、避難住民等の救援などの国民保護措置等を的確かつ

迅速に実施できるよう、境港市弾道ミサイル災害への初動対処マニュアルを作成す

ることとしました。  
基本的な初動対応の流れに応じた各機関の主な役割の概要                

１ 基本的な初動対応 
基本的な初動対応の流れを図化し、対応すべき項目を明確にしました。 

（１）初動対応の流れ 

１ 発射情報の伝達  

           

２ 着弾場所の特定・被害情報の収集  

     

３ 現場の即応対応（着弾直後の住民避難等の措置） 

     

 

４ 警戒区域等の設定   ５ 現場等の初動対応・活動   ６ 避難住民の救援  

 

（２）初動対応の流れに応じ、タイムラインにより各機関等の主な役割を整理しま  
した。 

◆ 各機関の主な役割（時系列） ※本タイムラインは基本的な行動等を示したものである。 

対応 項目 国 県 市 消防 
警察 

海上保安部 
自衛隊 

日赤（指定公

共機関） 

１ 

発射情報

の伝達 

 

 

発射情報提

供、避難の

呼びかけ 

□Ｊアラ

ートでの

情報発信 

  

  

落下推定情

報、屋内避

難の呼びか

け 

 

□エムネ

ットでの

情報発信 

 

□あんしんト

リピーメー

ル、Ｌアラー

ト、緊急速報

メール等で落

下推定情報提

供、屋内避難

実施の呼びか

け 

□防災行政

無線等で落

下推定情報

提供、屋内

避難実施の

呼びかけ 

    

職員参集 

 

 □職員の自動

参集 

□職員参集 □職員参集 □職員参集 □職員参集 □職員参集 

広報 

 

 □屋内避難の

呼びかけ等 

□屋内避難

の呼びかけ

等 

    

本部等設 □対策本 □危機管理対 □対策本部 □対策本部 □災害警戒 □対策本部 □支部国民

Ｊアラートの情報伝達  
（あんしんトリピーメール、市町村防災行政無線）  
弾道ミサイル発射 



置・運営 

 

部設置 

 

策本部（仮

称）設置 

設置 

 

設置 

 

本部設置 

 

設置 保護警戒本

部設置 

 

対応 項目 国 県 市 消防 
警察 

海上保安部 
自衛隊 

日赤（指定公

共機関） 

２ 

着弾場所

の特定 

 

 

着弾・被害

情報の収

集・共有 

 

□国から

の情報 

□国に対し着

弾場所を照会 

□消防ヘリ出

動 

□被害状況等

の市町村への

照会（消防庁報

告） 

□安否確認（職

員、施設等） 

□気象情報の

収集 

□ 被 害 状 況

等の調査（消

防庁報告） 

□ 安 否 確 認

（職員、施設

等） 

□被害状況

等の調査

（消防庁報

告）（119

番通報） 

 

□被災状況

の情報収集

（110 番通

報） 

□警察ヘリ

出動 

 

 

□被災状況

の情報収集 

 

□航空偵察

の開始 

□被災状況

の情報収集 

 

 

【法定通

知】 

警報 

□警報の

発令 

□警報の通知

（市町村等） 

□警報の伝

達（住民） 

 □警報の伝

達（住民） 

  

【法定通

知】 

緊急通報

（危険の緊

迫時のみ） 

 □緊急通報の

発令（市町村

等） 

□退避の指示 

□緊急通報

の伝達（住

民） 

□退避の伝

達（住民） 

 □緊急通報

の伝達（住

民） 

  

【法定通

知】 

国民保護対

策本部設置

の指定 

 

□国民保

護対策本

部設置の

通知 

 

□国民保護対

策本部設置 

□現地国民保

護対策本部設

置 

 

□国民保護

対策本部設

置 

□現地国民

保護対策本

部設置 

 □県警察武

力攻撃事態

等対策本部

設置 

 

 □支部国民

保護対策本

部設置（非

法定） 

□現地国民

保護対策本

部設置（非

法定） 

リエゾン派

遣、先遣隊

出動等 

 

□被災県

への派遣 

□リエゾン派

遣（被災市町

村役場） 

□リエゾン

派遣（県

へ） 

□ＮＢＣＲ

部隊出動

（先遣隊出

発） 

□県へのリ

エゾン派遣 

□機動隊出

動（先遣隊

出発） 

□県へのリ

エゾン派遣 

 

□自衛隊先

遣隊の出発 

□県へのリ

エゾン派遣 

□日赤自主

派遣準備 

□医療救護

班派遣準備 

□県へのリ

エゾン派遣 

放射線モニ

タリング 

 

 □モニタリン

グ強化、モニ

タリング車等

の準備 

     

広報 

 

 □屋内避難の

呼びかけ、落

下情報等 

□屋内避難

の呼びか

け、落下情

報等 

    

支援要請 

 

 □自衛隊の派

遣要請 

□緊急消防援

助隊派遣要請 

     

 

 

 

弾道ミサイル落下 



対応 項目 国 県 市 消防 
警察 

海上保安部 
自衛隊 

日赤（指定公

共機関） 

３ 

現場の即

応対応 

一時的な屋

内避難の指

示・誘導 

 □一時的な屋

内避難の指

示・誘導 

□一時的な

屋内避難の

指示・誘導 

□一時的な

屋内避難の

指示・誘導 

□一時的な

屋内避難の

指示・誘導 

□一時的な

屋内避難の

指示・誘導 

 

広報 

 

 □原則屋内避

難の呼びかけ

等 

□原則屋内

避難の呼び

かけ等 

    

 

対応 項目 国 県 市 消防 
警察 

海上保安部 
自衛隊 

日赤（指定公

共機関） 

４ 

消防警戒 

区域の設 

定 

消防警戒区

域 

設定等 

 □消防警戒区

域 

設定 

□消防警戒

区 

域設定 

□消防警戒

区域設定 

□消防警戒

区域設定 

□交通規制 

□消防警戒

区域設定 

 

検知活動    □ 簡易検

知 

□ 簡易検知 □ 簡易検

知 

 

広域的・戦

略的な措置 

 □広域的な交

通規制、う回

路の設定 

□拠点施設

（場所）の選

定・確保（各

部隊の拠点、

物資の集積拠

点等） 

□学校や商業

施設、農水

産・食品施設

等の安全対策 

□要配慮者・

施設の」避難

支援等 

□広域的な

交通規制、

う回路の設

定 

□拠点施設 

（場所）の

選定・確保

（各部隊の

拠点、物資

の集積拠点

等） 

□学校や商

業施設、農

水産・食品

施設等の安

全対策 

□要配慮

者・施設

の」避難支 

援等 

 □広域的な

交通規制、

う回路の設

定 

  

広報 

 

 □屋内避難の

呼びかけ等 

□屋内避難

の呼びかけ

等 

 □交通規制

の周知 

  

 

対応 項目 国 県 市 消防 
警察 

海上保安部 
自衛隊 

日赤（指定公

共機関） 

５ 

現場等の 

初動対応 

（救助・

医療・原

因物質の

特定・除

染等） 

現地対応    □現地指揮 

所、現地調

整所の設置 

□避難誘導 

□現地指揮 

所、現地調

整所の設置 

□捜査・治

安維持活動 

□避難誘導 

□現地指揮

所、現地調

整所の設置 

□現地指揮

所の設置 

救助・救急

医療等 

 □災害拠点病

院の受入調整 

□医療救護班

派遣 

□医療救護所

設置運営支援 

□医療機関の

総合受入調整 

□医薬品調達 

 □消火活動 

□救出・救

助 

□医療救護 

所・除染所

の設置 

□トリアー

ジ 

□救急搬送 

□救出・救

助 

□被災者の

捜索 

□緊急輸送

への協力 

□救出・救

助 

□医療救護

所の設置 

□トリアー

ジ 

□医療情報

の提供 

□被災者受

入調整 



□医師派遣要

請 

□ワクチン確

保 

□感染症サー

ベイランスの

強化 

□感染症者移

送 

□災害・中

毒・医療等

の情報の集

約 

原因物質の

特定 

 

 □鑑定依頼

（生物剤） 

 □中毒情報

交換 

□検体採取 

□鑑定依頼 

（化学剤） 

  

危険物の保

安・除去 

   □原因物質

の収去、原

因物質の収

納容器の収

去 

 □不発弾等

の保安・除

去 

 

除染    □除染  □除染  

【法定通

知】 

避難の指示 

 

 

□避難措

置の指示 

□避難の指示

の通知（市町

村等) 

□避難誘導 

□避難の指

示(住民） 

□避難実施

要領策定 

□避難所開

設 

□避難誘導 

□避難の指

示（住民） 

□避難誘導 

□避難の指

示（住民） 

□避難誘導 

□避難の指

示（住民） 

□避難誘導 

 

広報  □避難誘導、

医療情報等 

□ジメチルヒ

ドラジンの広

報 

 

□避難誘

導、医療情

報等 

□ジメチル

ヒドラジン

の広報 

    

 

対応 項目 国 県 市 消防 
警察 

海上保安部 
自衛隊 

日赤（指定公

共機関） 

６ 

避難住民 

の救援 

【法定通

知】 

救援の指

示・実施 

 

□救援の

指示 

□救援の実施

（食料、毛

布、生活品

等、バス等交

通手段の手

配） 

□救援物資の

輸送・配分 

□医療機関と

の連絡調整 

□避難者の心

のケア 

□健康相談窓

口や住宅相談

窓口等の設置 

□救援の実

施（食料、

毛布、生活

品等、バス 

等交通手段

の手配） 

□救援物資

の輸送・配

分 

 □治安維持

活動 

 

□救援物資

の輸送・配

分 

 

□救援物資

の輸送・配

分 

医療       □医療の提

供 

広報 

 

 □避難情報、

医療情報等 

□ 安否確認 

□避難情

報、医療情

報等 

□安否確認 

 □交通規制

の周知 

 □安否確認 

【参考】時系列による基本的なミサイル災害（化学剤）対処一覧（概要） 

凡例 ◎：主たる対処機関  ○：従たる対処機関 



２ 弾道ミサイル発射に関する情報提供等 
（１）弾道ミサイルの発射情報を覚知した場合、発射情報や市民の屋内避難につい   

て「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）」により、市の防災行政無線や緊急速  
報メールで直接市民に伝達します。また、国の「緊急情報ネットワークシステ  
ム（エムネット）」により市に対し発射情報等を伝達する。 

（２）市はそれらの情報を基に、防災行政無線等あらゆる手段を使用して、住民に  
必要な情報を繰り返し伝達する。 

（３）市は、Ｊアラートにより発射情報等が発信された場合は、職員参集メールに  
より関係職員を自動参集し、弾道ミサイルの飛翔・落下・着弾情報に応じ、注  
意体制、警戒体制又は非常体制等、必要な体制に移行する。 

（４）国、県、消防、消防、自衛隊等関係機関と情報共有し、連携して対応する。 
３ 避難措置の指示・避難の指示 

県から「避難措置の指示」の通知及び「避難の指示」を受けた場合、速やかに  
その旨を住民に伝達する。 

４ 住民避難の措置 
（１）住民が何の防護手段もなく移動するよりも、外気から接触が少ない場所に留

まる方が、より危険性が少ないと考えられるため、原則、屋内避難とする。  
（２）ミサイル着弾場所付近で、現に災害が発生（火災や建物倒壊等）している地

域の住民は、一時的に他の安全な施設（屋内）に避難させる。その際市は、防

災行政無線、あんしんトリピーメールやホームページ、広報車等により、一時

的に指定した公民館や学校等に屋内避難するよう呼びかける。  
（３）市は、二次災害を防止するため、一時的な避難住民に対し施設関係者や避難

住民以外の者との接触を避けるよう周知する。また、必要に応じて防護服等を

装着した警察又は消防の職員を派遣し、一時的な避難施設を運営する。  
５ 救助・救急搬送、救急医療活動における連携 

県と連携し、災害情報、医療情報、中毒情報の集約、消防、自衛隊、医療機関  
等の活動状況等の収集及び実施可能な支援を実施する。 

６ 原因物質特定における連携 
県及び警察等関係機関と連携し、原因物質特定に関する情報を集約する。 

７ 除染における連携 
  県及び関係機関と連携し、除染状況の把握に努めるとともに支援を行う。 
８ 避難住民の救援 

「救援の指示」を受けた場合の住民及び関係機関へ通知並びに「避難所の開設・  
運営」、「炊き出し等食品や飲料水の提供」、「被服・寝具等の生活必需品の提供」、

「医薬品・医療の提供」など県と連携した避難住民の救援を行う。 
９ 海上において事案が発生した場合の連携 

境海上保安部及び関係機関等から情報を収集し実施可能な支援を行う。  


